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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 パイパー式ＰＡ－２８－１６１型

登録記号 ＪＡ３８３６

発生日時 平成１７年３月２日 １３時１５分ごろ

発生場所 高知県安芸郡馬路村
うま じ

平成１７年 ９ 月１４日

航空･鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造 (部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

、個人所属パイパー式ＰＡ－２８－１６１型ＪＡ３８３６は、平成１７年３月２日(水)

レジャーのため、南紀白浜空港から佐賀空港に向けて飛行中、１３時１５分ごろ高知

空港の東約４５kmの高知県安芸郡馬路村の汗谷山山中に墜落した。

同機には、機長のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は大破し、火災が発生した。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１７年３月２日、本事故の調査を担当する主

管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。
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1.2.2 外国の代表、顧問

事故機の設計・製造国である米国に事故発生の通知をしたが、その代表等の指名

はなかった。

1.2.3 調査の実施時期

平成１７年 ３ 月 ３ 日及び ４ 日 現場調査及び口述聴取

平成１７年 ３ 月３０日及び３１日 口述聴取

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなか

った。

２ 認定した事実

２．１ 飛行の経過

個人所属パイパー式ＰＡ－２８－１６１型（通称：ウォリアⅡ）ＪＡ３８３６（以

下｢同機｣という ）は、平成１７年３月２日、レジャーのため、機長のみが搭乗して。

南紀白浜空港を１１時５１分に離陸した。

南紀白浜空港出張所に通報された飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：有視界飛行方式、出発地：南紀白浜空港、移動開始時刻：１１時

５０分、巡航速度：１００kt、巡航高度：ＶＦＲ、経路：海部～高知VOR/DME

～大分VOR/DME、目的地：佐賀空港、所要時間：２時間３０分、持久時間で表

された燃料搭載量：５時間

同機の事故に至るまでの経過は、概略次のとおりであった。

2.1.1 管制交信記録、東京管制区管制所及び高知ターミナル管制所のレーダー記録

（以下「管制用レーダー記録」という ）による飛行の経過。

１１時５３分５５秒 同機は、南紀白浜空港飛行場対空援助局に 「南紀白浜の、

５nm西、高度３,０００ft」の位置通報を実施した。

１１時５９分０８秒 同機は、南紀白浜空港の西南西約８nmの位置を、高度約

５,７００ftで、上昇を継続していた。

１２時０８分５０秒 同機は、気圧高度８,７００ftで水平飛行となり、約６分

間同高度を飛行した。針路は、南西方向であった。

１２時１４分４３秒 同機は、再び上昇を始めたが、上昇率は一定せず、上昇と
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水平飛行を繰り返しながらの上昇となっていた。

１２時２２分１２秒 同機は、針路を北西に向けた。その後蛇行しながら西北西

に針路を変えた。

。１２時２４分２６秒 同機は、一時高度１０,０００ftとなり、その後降下した

１２時３４分４６秒 同機は、蛇行しながら南西に針路を変えた。

１２時３６分２１秒 同機は、高知空港の東約４２nmの位置で高知ターミナル管

制所のレーダー覆域に入った。

１２時５３分３１秒 同機は、高知空港の東約３０nm、高度８,６００ftで管制

用レーダー記録から消滅した。事故地点から南南東約

１５nmの地点であった。

管制用レーダー記録から消滅した地点、高度はレーダーの覆域内であった。

2.1.2 同機の整備受託会社の整備士の口述

当日の朝０８時３５分ごろ、機長から電話で、同機の当日の使用予定の問い合

わせがあり、使用予定がないことを伝えると 「１１時ごろから終日使用した、

い」ということであった。どこかに行くのかと聞いたところ、機長は 「松山あ、

たりに行きたいと思っている」という返事だった。

機長は、１１時ちょっと過ぎぐらいに事務所に来て 「佐賀へ行こうと思って、

いる」と言っていた。

機長は、気象の確認や飛行計画の通報をすべて整備受託会社の事務室で実施し

ていたようで、空港出張所には行かなかったようであった。

その後機長は、同機に搭乗した。その後は見ていなかったが、エンジン音でエ

プロンを出て行ったことは分かった。

2.1.3 事故発生地点から北東約４kmの山中にいた森林管理所作業員の口述

事故発生地点から北東約４kmの山中において、３名で作業をしていた。

小さな音で、崖崩れか車が谷に落ちたような鈍い音が聞こえたので、音のした

南西方向を見ると遠方に煙が上がっているのが見えた。時間は１３時１５分ごろ

だったと思う。その場にいた他の２名は、音は聞こえなかったと言っていた。

無線で煙のことを森林管理所に連絡しようとしたが通じなかったため、山を下

って事務所に戻り、１４時３０分ごろ森林官に報告した。

、事故発生場所は、高知空港の東約４５kmの汗谷山の標高１,０００ｍ付近の山腹で

事故発生時刻は、１３時１５分ごろであった。

（付図１、２及び写真１参照）
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

機長が、死亡した。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

大 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

胴 体 焼損

主 翼 燃料タンクの翼端側で破断

尾 翼 ラダー、エレベーター焼失

降着装置 左右主脚は、取付部付近で破断

前脚は、後方に湾曲

プロペラ 湾曲

エンジン 焼損

２.４ 航空機以外の物件の損傷に関する情報

山林火災面積約７.３ha

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

2.5.1 技能証明等

機 長 男性 ６３歳

自家用操縦士技能証明（飛行機） 昭和６０年 ５ 月２７日

限定事項 陸上単発機 昭和６０年 ５ 月２７日

第２種航空身体検査証明書

有効期限 平成１７年 ７ 月 1 日

総飛行時間 約２７０時間

最近３０日間の飛行時間 １時間１８分

同型式による飛行時間 不明

最近３０日間の飛行時間 １時間１８分

（上記時間は、飛行クラブ仲間の口述及び整備日誌による ）。

2.5.2 機長の飛行経験について

事故の２日前に、機長と同乗した飛行クラブ員（機長と同じ飛行クラブ）の口述

前日（２月２７日）に機長から突然電話があり、明日飛行するので来てく
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れということで２８日の午後同乗して飛行した。タッチ・アンド・ゴーを３

回やって降りた。同機は、飛行クラブ員の共同所有機であり、クラブで購入

した外付けのＧＰＳ を取り付けていた。機長は、このＧＰＳの使い方を（注１）

教えてほしいということで、教えた。飛行中のＧＰＳの動きが見たいという

ことで、２人でもう一度飛行し、串本まで行って潮岬から帰ってきた。この

間機長はずっとＧＰＳを操作し、ＧＰＳを見ながら帰ってきた。

ＧＰＳにあらかじめ飛行経路を入力するには１時間くらいの時間が必要で、

事故当日は、飛行前点検後、すぐに上がったということなので、ＧＰＳのセ

ットをする時間はなかったと思う。

機長が１年以上も飛んでいないことは知らなかった。同乗飛行でタッチ・

アンド・ゴーを３回実施したが、別に悪いところや気になることはなかった。

次の日に長距離飛行をすることは聞いていなかった。機長とは、新潟、館

林、佐賀等に一緒に行っている。飛ぶときは、飛行の方位、距離、高度、周

波数等全部きっちり調べていた。飛行高度は大抵高い高度で飛行した、機長

は、低いところを飛ぶのはあまり好きではなかったようだった。

機長は、計器飛行証明を取りたいと言ったことがあり、八尾に練習に行っ

ていたというのを聞いたことがある。当クラブでは計器飛行の練習をしたこ

とはなかった。また、夜間飛行の経験はなかった。

（注１）米国製の航空機用ＧＰＳである。自機の針路に沿った地図が表示さ

れ、地図上に飛行場、航空保安無線施設、著名地点名等が記入されて

いる。対地速度、飛行高度が表示される他、目的地点を入力すること

で到達予定時間が表示できる。

飛行前又は飛行中に、目的地までの経由地点を入力することは可能

であるが、入力には時間を要する。

2.5.3 機長の健康状況について

機長の家族によれば 「機長は、常用している薬はなく、ここ１年くらいは診療、

を受けたこともなく、健康診断も受けていない」ということであった。

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 パイパー式ＰＡ－２８－１６１型

製 造 番 号 ２８－７９１６３４３

製造年月日 昭和５４年 ７ 月３１日

耐空証明書 第大－１６－２２９号
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有効期限 平成１７年 ８ 月 ４ 日

耐空類別 飛行機普通Ｎ

総飛行時間 ３,５８２時間５３分

定期点検 後の飛行時間 ４０時間０３分（１００時間点検、平成１６年１２月２３日実施）

（付図３参照）

2.6.2 エンジン

型 式 ライカミング式Ｏ－３２０－Ｄ３Ｇ型

製 造 番 号 ＲＬ－１４８３７－３９Ａ

製造年月日 平成 ４ 年 ８ 月１１日

総使用時間 １,５９２時間０９分

2.6.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約１,９５９lb、重心位置は約８７.７inと推算され、い

ずれも許容範囲（最大離陸重量２,３２５lb、事故当時の重量に対応する重心範囲

８３.１～９３.０in内）にあったものと推定される。

2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００、潤滑油はエクソンエリート２０Ｗ－５０であった。

２.７ 気象に関する情報

2.7.1 南紀白浜空港の１２時及び事故現場の西約４５kmに位置する高知空港の１３時

の航空気象の観測値は、次のとおりであった。

南紀白浜空港（１２時）

風向 ３２０°、風速 １４kt、卓越視程 ３０km、雲 雲量 １／８、雲

形 積雲、雲底の高さ ２,０００ft、雲量 ７／８、雲形 不明、雲底の

高さ 不明、気温 １０℃、露点温度 －３℃、高度計規正値 （ＱＮＨ）

３０.２７inHg

高知空港（１３時）

風向 ２３０°、風速 ５kt、卓越視程 ２５km、雲 雲量 ７／８、雲形

不明、雲底の高さ 不明、気温 １０℃、露点温度 －３℃、高度計規正値

（ＱＮＨ）３０.２７inHg

2.7.2 事故現場周辺の地域気象観測所の１３時の観測値は、次のとおりであった。

安芸（現場から南西約３０km）
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風向 西南西、風速 ２ｍ、気温 １０.２℃、 日照 ０

大栃（現場から西北西約３０km）

風向 南西、風速 ３ｍ、気温 ９.７℃、 日照 ０.７

室戸岬

風向 西、風速 ７ｍ、気温 ９.７℃、 日照 ０.８

2.7.3 当日の高知地方気象台観測の高知市上空の１３時の上層風は、次のとおりで

あった。

高度１,０００ｍ（約３,３００ft）付近 西北西 約１０kt

高度２,０００ｍ（約６,６００ft）付近 西北西 約２５kt

高度３,０００ｍ（約９,８００ft）付近 西北西 約５５kt

2.7.4 事故現場付近の気象状況は、当日の午前に事故現場周辺を飛行した高知県警

察本部所属のヘリコプター操縦士の口述によると、次のとおりであった。

風は弱く気流は安定していた。上層は、薄い雲に覆われ薄曇りの状態であっ

たが、下層、中層に雲はなかった。視程は、全体に白っぽく「ぼやっと」して

いたが、山の稜線は遠くまでよく見えていた。

２.８ 航空保安施設に関する情報

同機の飛行経路に関係する付近の航空保安無線施設は、正常に運用されていた。

２.９ 通信に関する情報

同機と南紀白浜飛行場対空援助局との交信は、通常どおりに実施されていた。

その後、同機と交信をした通信機関はなかった。

２.１０ 事故現場及び残骸に関する情報

2.10.1 事故現場の状況

事故現場は、急峻な尾根が連なった山岳地で、事故地点は、南北方向に延びた尾

根の頂上から東側約１００ｍ下方、斜度約３５°～４０°の山腹であった。

同機は炎上し、山火事が発生した。

同機の焼損した胴体から、斜面に沿って約３ｍ上方に同機の機首部の衝突跡があ

り、胴体はくの字になり機首は谷側を向いていた。

焼損した胴体横に直径約８０cmの立木があり、この幹の根本から数メートルの高

さまで表面が焼け焦げた跡があった。

胴体から斜面に沿って左斜め下方約１３ｍにある直径約３０cmの立木と同じく下
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方約８ｍにある直径約１５cmの立木が、ほぼ水平の高さのところで切断されていた。

胴体から斜面の下方にある数本の立木に打痕があり、これらの打痕と切断された

立木及び同機が斜面に衝突した跡の高さは、ほぼ水平であった。

（付図２及び写真２参照）

2.10.2 損壊の細部状況

(1) 胴体部のコックピットの計器類は焼失し、操縦系統も焼損していた。

(2) 両主翼とも翼の燃料タンク部分から破断し、右主翼は焼損した胴体から斜

面に沿って約２ｍ下方、左主翼は約４ｍ下方に落下していた。両主翼ともフ

ラップは外れて落下していた。左主翼のエルロンは、分離、落下し、右主翼

のエルロンは主翼に残されていたが、いずれもエルロンに繋がる操縦索につ

いては、確認ができなかった。

(3) 右の水平尾翼の先端が破断し、先端部は、胴体から斜面に沿って下方距離

約３０ｍにあった。

(4) 左主脚は、胴体の左側約１８ｍのところに落下しており、火災の延焼で周

辺の灌木とともに焼損していた。

右主脚は、胴体から斜面に沿って約２０ｍ下方に落下しており、車軸から

ホイールが外れていた。タイヤとホイールの間に杉の木片が突き刺さり、ホ

イールが割れていた。

(付図２及び写真１参照)

２.１１ 医学に関する情報

高知県警察本部からの情報によれば、機長の遺体は、平成１７年３月３日に高知大

学医学部法医学教室において司法解剖が実施された。検案書によれば、死因は、外傷

性胸部大動脈破裂であった。アルコール及び薬物反応は認められなかった。

解剖鑑定の参考事項として 「墜落時の受傷でほぼ即死した可能性が高い。血中一、

酸化炭素量濃度は通常であった。大腿部の出血及び大腿骨折の状況から、墜落直前に

おいても航空機を操縦していた可能性が高い 」と述べられている。。

２.１２ 火災及び消防に関する情報

同機は、炎上し、山林火災が発生した。

消火活動には、約３００名の人員と消防車、高知県と近隣県の防災ヘリコプター及

び自衛隊ヘリコプターが出動した。火災は、翌日午後に鎮火した。

２.１３ 人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報
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同機は、目的地佐賀空港の到着予定時刻になっても到着せず、消息不明となり捜索

救難が発動された。

高知県消防防災航空隊は、１５時４５分に馬路村の魚梁瀬ダム北の山頂付近で山林
や な せ

火災らしいという連絡を受け、防災ヘリコプターで現場に向かった。

防災ヘリコプターは、火災現場の上空から小型機の片側主翼を発見し、現場に降下

したレスキュー隊員により、１６時１８分に同機と確認され、焼損した胴体部に遺体

が発見された。

遺体は、高知県警察により翌日収容され、機長と確認された。

３ 事実を認定した理由

３.１ 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい

た。

３.２ 同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

機体が焼損したため、操縦系統及びエンジン並びに各種計器について、作動状況の

検証ができなかった。

３.３ 事故当時の気象状況は、２.７に記述したとおり、薄曇りで視程がやや「ぼや

っと」していたが、下層に雲はなく、山の稜線はよく見えていたことから、海岸線近

く及び陸上飛行時の地形の判読には支障はなかったものと推定され、事故当時の気象

は、本事故の発生には直接関連はなかったものと推定される。

３.４ 同機の飛行状況について

3.4.1 レーダー航跡記録の飛行状況について

2.1.1に記述したとおり、同機の針路、飛行高度が安定していなかった。

同機は、上昇し、８,７００ftで約６分間水平飛行しており、機長は、この間は

意識して一定の高度を保持して飛行しようとしていたものと考えられる。その後の

高度の変化の状況は、機長が意識して操作した結果のものではなかったと考えられ

る。

また、同機の針路は、飛行計画の針路で飛行したものが、上空の風で南に流され

たものと考えられる。経路半ばで大きく針路を変え、飛行計画経路に近づく方向に

向かっていたことは、高知VOR/DME又は南紀VOR/DMEのセットができていたか、
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ＧＰＳをセットすることができた可能性が考えられる。その後の針路は蛇行し、不

安定になっている。

これらの飛行状況から、機長は、飛行に集中できていなかったものと考えられる。

機長が、飛行に集中できなかったことについては、次の可能性が考えられるが、

これらのいずれかであるかについては、明らかにすることができなかった。

(1) 機長が、前々日の飛行でＧＰＳに興味を示したことから、機長は、飛行中

不慣れなＧＰＳの操作をしていた。

(2) 機長は、前々日に飛行したものの、１年４ヶ月あまり飛行間隔が開いてい

たため、飛行姿勢の保持ができなかった。

なお、これらの他に、機長の身体の不調や、同機に不具合が発生したことにより

飛行に集中できなくなった可能性も考えられるが、これらの場合であれば、南紀白

浜空港に引き返すこともできたものと考えられる。

3.4.2 管制用レーダー記録が消滅したことについて

2.1.1に記述したとおり、管制用レーダー記録が高度約８,６００ftで消滅したこ

とは、同機に搭載されたトランスポンダーから信号が出なくなったものと推定され

る。信号が出なくなった原因については、次のようなことが考えられるが、トラン

スポンダー機器を含むすべての装備が焼失したため、明らかにできなかった。

(1) トランスポンダー機器の故障

(2) 電源系統の故障（全電源故障又は、トランスポンダー機器系統の電源故

障）

(3) トランスポンダー機器のスイッチのオフまたはスタンバイ位置への操作

3.4.3 事故現場の状況について

2.10.2に記述した同機の損壊状況から、同機は、速い速度で山腹に衝突したもの

と推定される。2.10.1に記述したとおり、同機が、山腹に突入した時の姿勢は、機

軸線がほぼ水平方向で、針路は、西北西であったものと推定される。

、また、2.1.3に述べたように、同機の墜落音の直後に煙を目撃していたことから

同機は、衝突とほぼ同時に火災が発生していたと推定される。

3.4.4 管制用レーダー記録の消滅地点から事故地点まで

(1) 管制用レーダー記録が消滅した地点からの飛行経路について

同機の管制用レーダー記録が消滅した地点から事故発生地点までは、真方

位３３０°、距離約１５nmであった。同機は、距離約１５nm、高度約８,６００

ftから事故地点の高度約３,０００ftまでの高度差５,６００ftを約２２分間で
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飛行したこととなり、この距離と時間から事故地点まで直行したものではな

かったものと推定される。このことから、同機がレーダーから消滅した時に

は、同機のエンジン出力は失われていなかったものと考えられる。

(2) 機長による同機の位置の把握について

３.３に記述したとおり、同機の飛行中の視程は、地形の判読に支障はなか

ったものと推定され、８,０００ft前後の高度であれば仮に航法機器が使用で

きなかった場合でも、機長が同機の位置を見失った可能性は低かったものと

考えられる。

(3) 目的地の変更の可能性について

2.1.2に記述したとおり、機長は、佐賀空港に特別な用件はなかったものと

考えられ、目的地を変更することや、南紀白浜空港に引き返すことについて

は支障はなかったものと考えられる。

同機が、目的地を佐賀空港から他の松山、高知、南紀白浜空港に変更しよ

うとした場合には、目的地の変更を通報する必要があるが、通報を受けた管

制機関等 はなかった。また、高知空港以外の目的地であれば、高度を降（注2）

下させる必要性はなかったものと考えられる。

同機のレーダー消滅位置から、高松空港へは３４４°９５nm、松山空港へ

は２８５°１５６nmであり、事故地点までの方位３３０°とはやや相違して

いる。

機長が、正確な航法を実施できたか否かは不明であるが、仮に、高松空港

方向に向かった場合は、剣山（６,４１４ft）のある四国山脈が見えていたも

のと考えられる。

同機が、目的地の変更を試みた可能性については、明らかにすることがで

きなかった。

（注２） 同機が、レーダー記録から消滅した位置付近の、高度８,０００ft

） 、前後であれば、東京ＦＳＣ（Flight Service Center 、福岡ＦＳＣ

高知レーダー、徳島レーダー、ＡＣＣ、自衛隊レーダーサイト等と

交信可能な空域であった。

(4) 同機に重大な不具合が発生した可能性について

同機に飛行の継続ができない不具合が発生した場合、不時着陸が考えられ

、るが、その場合には一般的に、海岸線に沿って不時着陸場を探すと考えられ

急峻な山岳地帯を目指す可能性は低いものと考えられる。

同機が北に針路をとった後に不具合が発生した場合でも、飛行高度が

８,０００ft以上であれば、海岸線に出ることは可能であり、また、山間地に

入ってしまった場合でも、谷間の低地の不時着地を探すことはできた可能性
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は考えられる。

同機にエンジン系統、電気系統、操縦系統の不具合が、複合的に同時に発

生した可能性も考えられるが、このような不具合が一度に発生する可能性は

低いものと考えられる。

(5) 機長に身体的な異常が発生した可能性について

２.１１に記述したとおり、機長の血液中の一酸化炭素量濃度から、機長は、

飛行中に一酸化炭素や煙を吸入していなかったものと考えられ、同機の飛行

中の火災又はヒーター系統からエンジン排気の機内への漏洩による一酸化炭

素中毒で、機長が、飛行中に意識を喪失した可能性はなかったものと考えら

れる。

、また、２.１１及び3.4.3、3.4.4(1)に述べたように、同機の飛行状況から

同機が山腹に衝突時には、機長は、意識があった可能性が考えられる。

原 因４

本事故は、同機が、山腹に衝突し、機体が大破、炎上して、機長が死亡したことに

よるものであるが、同機が、事故地点に飛行し、山腹に衝突したことについては、そ

の原因を明らかにすることはできなかった。
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付図３ 機体の状況 

 
焼損しなかった
機体の外板部：

樹上にあった
右翼の一部

焼け残った
尾翼部

約３０ｍ下方に落下
していた右水平尾翼端

焼け残った
ブレードと
エンジン部

左下方４ｍに落下していた
左主翼

左下方約２０ｍに落下
していた左フラップ

右下方約１５ｍに落下
していた右フラップ

下方約２ｍに落下していた
右主翼

 

    注：図中の「下方」は、進行方向に向かって後方（斜面の下方）を指す。 
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付図４ パイパーＰＡ－２８－１６１型三面図 
                               単位：ｍ 
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写真１ 事故機 

 
 

 

 

（斜面から、東南東の方向を向いた写真）       （北から南方向に向いた写真） 

   

表面が焼け焦げた
立木 

機首部 

尾翼 

右主翼 

写真２ 折れた立木

コックピット

直径約 30cmの立木

右水平尾翼

右主翼 直径約 15cmの立木



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




